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平成２４年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業委託事業応募要領

平成２４年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業委託事業（以下「本委託事業」

という。）への参加を希望する試験研究機関におかれましては、本要領にしたがって提案

書等を提出してください。

本公募は、平成２４年度の予算成立後、可能な限り早期に試験研究に着手するため、前

もって平成２４年度予算政府案に基づき行うものです。したがって、今後、予算成立まで

の過程で内容等に変更があり得ることをあらかじめ御承知ください。

１ 事業概要

（１）目的

安全な農畜水産物及び食品を安定的に供給していくためには、生産から消費にわた

って食品の安全性向上のための措置や、食料の安定供給に資するよう、動物の伝染性

疾病や植物病害虫の国内への侵入防止、発生予防、まん延防止等の措置を、国際的な

取組を参考にしつつ、科学的根拠に基づいて的確に実施することが重要です。

本委託事業では、このような科学的根拠を得るための具体的な試験研究課題（緊急

性の高いもの）を設定・実施することにより、食品安全、動物衛生及び植物防疫に関

する施策を更に推進することを目的としています。

なお、レギュラトリーサイエンスとは、科学的知見と行政措置の橋渡しをする科学

のことをいい、科学的知見と規制等の措置の間のギャップの橋渡しとなる研究の取組

（レギュラトリー・リサーチ）と安全確保のための規制等やその国際調和のための行

政の取組（レギュラトリー・アフェアーズ）を包含する概念です。本委託事業により

実施する試験研究はレギュラトリー・リサーチに当たります。

（２）公募試験研究課題、経費限度額及び研究期間

平成２４年度の公募試験研究課題は次の【１】から【７】までの７課題とします。

試験研究課題ごとの具体的研究内容及び達成目標は別紙１のとおりです。応募の際は

別紙１をよく読んでから応募してください。

【１】加工、調理及び保管過程におけるコメ中のヒ素の化学形態別濃度の動態解析

経費限度額：１３，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２５年度

【２】肉用牛農場における腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター低減技術の開発

経費限度額：１２，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２６年度

【３】寄生虫(クドア・セプテンプンクタータ)に対するリスク管理に必要な技術開発

経費限度額：９，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２６年度
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【４】高病原性鳥インフルエンザの野生動物による感染の確認及び消毒方法の開発

経費限度額：１０，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２６年度

【５】口蹄疫等の診断・防疫技術の向上及び診断手法の高度化に関する研究

経費限度額：１０，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２５年度

【６】代替動物を用いたワクチンの有効性確認試験プロトコールの開発

経費限度額：１５，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２６年度

【７】ジャガイモシストセンチュウの根絶を目指した防除技術の開発と防除モデルの策定

経費限度額：１５，０００千円（平成２４年度）

研究期間：平成２４年度～平成２６年度

（３）採択件数

上記（２）の公募試験研究課題の【１】から【７】について、各１件の提案書を採

択します（試験研究課題を複数に分けての採択は行いません。）。

（４）委託契約期間

委託契約締結日から平成２５年３月１６日までを予定しています。なお、研究期間

が複数年にわたる試験研究課題については、毎年度、契約を締結することとなります。

２ 応募資格等

（１）応募資格

応募は次の①から⑤までの要件を満たす者に限り行うことができるものとします。

① 以下の条件を全て満たす機関（以下「研究機関」という。）であること。

ア 研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有すること。

イ 研究開発を行うための経営基盤を有し、資金、設備等について管理能力を

有すること。

ウ 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。

② 以下のアからオに掲げる研究機関のいずれかに該当すること。

ア 都道府県、市町村及び公立の研究機関

イ 大学及び大学共同利用機関

ウ 独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人及び認可法人

エ 民間企業、公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人、

特例民法法人、NPO法人、その他法人格を有する機関

オ その他上記アからエまでの法人格を有する機関で構成する研究グループ

③ 原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。ただし、

試験研究課題に掲げられた研究内容を遂行する上で国外機関が有する特別の研究
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開発能力、研究施設等の活用が必要と考えられる場合又は国際標準獲得の観点か

ら必要と認められる場合は、この限りではない。

④ 委託契約の締結に当たっては、農林水産省消費・安全局から提示する委託契約

書に合意できること。

⑤ 前年度、支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長が発注する委託事業

において契約違反を行った者でないこと。

＜再委託について＞

本委託事業については、研究機関から第三者に委託すること（再委託）はできませ

ん。単独での研究が困難な場合には、以下に記載しているイ又はウにより応募してく

ださい。

（２）単独又は複数の研究機関による応募要件

ア 単独の研究機関で応募する場合の要件

応募することができる者は、次の①及び②の要件を満たす必要があります。

① 当該試験研究課題における研究総括者（当該試験研究課題について、実施計画

の企画立案、研究の実施及び成果の管理を総括する者をいう。以下同じ。）及び

経理統括責任者を設置すること。

② 当該試験研究課題について、研究内容の企画立案及び進行管理を行う能力・体

制を有すること。

イ 複数の研究機関の共同提案により応募する場合の要件（図１）

複数の研究機関が共同して提案書を作成し、連名により応募をすることができます

（委託契約を締結する際は、農林水産省と提案する全ての研究機関が連名により直接

契約することとなります。）。この場合、以下の①から③までの要件を満たす必要が

あります。

① 共同提案する研究機関のうちの１つに当該試験研究課題の研究総括者を、それ

以外の研究機関には研究実施責任者を設置すること。なお、研究総括者の所属す

る研究機関が代表として農林水産省消費・安全局との連絡調整等を行うこととす

る。

② 共同提案する全ての研究機関が当該試験研究課題の経理責任者を設置している

こと。

③ 当該試験研究課題について、研究内容の企画立案及び進行管理を行う能力・体

制を有すること。

ウ 複数の研究機関が研究グループを構成して応募する場合の要件（図２）

複数の研究機関が、協定書、規約、共同研究契約等によりそれぞれ分担関係を明確

にした上で、共同研究を行う団体（以下「研究グループ」という。）を構成する場合

には、研究グループの代表機関から応募することができます（委託契約を締結する際

は、農林水産省と研究グループ（の代表研究機関）が契約をすることとなります。）。
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この場合、以下の①～⑤までの要件を満たす必要があります。

① 代表する研究機関に当該試験研究課題の研究総括者を、それ以外の研究機関に

は研究実施責任者を設置していること。なお、研究総括者の所属する研究機関が

代表として農林水産省消費・安全局との連絡調整等を行うこととする。

② 共同提案する全ての研究機関が当該試験研究課題の経理責任者を設置している

こと。

③ 当該研究課題について、研究内容の企画立案及び進行管理を行う能力・体制を

有すること。

④ 研究グループとして当該試験研究課題を実施することについて、グループに参

加する全ての研究機関が同意していること。

⑤ 農林水産省と研究グループが契約を締結するまでの間に、研究課題に関する規

約を作成すること又は研究グループ参加機関が相互に応募者が実施する研究課題

に関する協定若しくは共同研究契約を締結することが確実であること。

なお、研究課題の委託先として研究グループを採択した後、契約締結までの間に、

当該研究グループの構成に変更等が生じ、試験研究課題に掲げられた研究内容を遂行

するのが困難と考えられる場合には、採択を取り消し、改めて委託先の選定を行うこ

とがあります。

３ 応募について

（１）応募方法

府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。）を利用した電子申請に

より応募を受け付けます。e-Radを利用するに当たっては、あらかじめ研究機関の登

録、研究者情報の登録手続が必要です。e-Radを利用した電子申請の詳細については

別紙２を参照してください。

上記２の（２）イ又はウの複数の研究機関によりe-Radを利用して応募する場合は、

研究総括者の所属する研究機関が代表して応募してください。なお、応募に当たって

は、研究総括者が所属する研究機関の事務代表者によるe-Radシステム上での承認を

得る必要があります。

（２）応募書類

提案書を（１）の応募方法で受付期間内に提出してください。なお、提案書は本要

領及び提案書（様式）にしたがって、日本語で作成してください。

また、次の①及び②に該当する場合は、提案書と併せて必要書類を提出してくださ

い。

① 研究グループで応募する場合

協定書等の写し

② 人件費及び試験研究費の賃金を計上する場合

研究機関における受託単価規程又は人件費の算定等における算出根拠となる書

類（７（２）①参照）

受付期間：平成２４年１月４日（水）１０時～平成２４年２月１０日（金）１８時
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（３）応募に当たっての注意事項

① 応募資格を有しない者の提案書及び内容に虚偽が認められた提案書は無効としま

す。

② 提案書の差し替え又は修正が必要となった場合は、事前に「１５ 問い合わせ

先」まで御連絡ください（あらかじめ農林水産省側で上書き禁止の解除操作を行わ

ないと、提案書を差し替え又は修正することができません。）。

③ 提案書の受理後に記載内容の不備等があった場合は、提案書の差し替えを依頼し

ますが、受付期間内に差し替えの提案書を提出できない場合は、無効となります。

④ 提案書の受理後に、不備の有無を確認するためには、少なくとも１日程度要する

ことが想定されますので、余裕を持って早めに提出してください。

⑤ 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。

⑥ 提案書の返却には応じられません。

⑦ 提案書に記載する連絡先は、応募後に確実に連絡が取れるところとしてください。

⑧ 研究費の不正使用等及び研究上の不正行為があった研究課題の研究開発責任者、

研究員等については、一定の期間、本委託事業への参画は認めません。

（以下１０及び１２参照）

（４）説明会の開催

公募に係る説明をするため、以下のとおり説明会を開催します。出席を希望する方

は研究機関ごとに別添の参加申込書に記入の上、平成２４年１月１１日(水)１８時ま

でにFAXにて申し込んでください（会場の都合により、１つの研究機関当たりの参

加者数を制限させていただく場合があります。）。

・日 時：平成２４年１月１２日（木）１４時００分～１７時００分（予定）

・場 所：農林水産省消費・安全局第４・５会議室（予定）（確定後、申込者に対

して連絡します。）
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応募の流れ

e-Radポータルサイトにアクセス（http://www.e-rad.go.jp/index.html）

研究機関及び研究者情報の登録を行い（２週間以上かかる場合があります）、

ID、パスワードを取得

農林水産省のホームページ注)１

(http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/h24.html)又はe-Radポータ

ルサイトから応募要領、提案書（様式）等をダウンロード

応募要領及び提案書（様式）にしたがって提案書を作成し、

・研究グループで応募する場合には、協定書等の写し

・人件費及び試験研究費の賃金を計上する場合には、研究機関における受託単

価規程又は人件費の算定等における算出根拠となる資料

と併せてe-Radポータルサイトにアップロード注)２

農林水産省消費・安全局にて受理

応募者がシステムの「受付状況一覧」画面にて受理状況を確認

注）１．農林水産省のホームページにはe-Radへの入力事項を整理した表「平成２４年度

「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業」e-Rad入力補助シート」を掲載して

います。必要に応じて御利用ください。

注）２．e-Radを利用した電子申請を行う場合には、システム上に提案書等をアップロー

ドしただけでは、農林水産省に提出されません。所属研究機関の事務代表者による

システム上の承認行為が行われないと、農林水産省に提出された扱いにはなりませ

んので御注意ください。また、協定書等の写しや受託単価規程又は人件費の算定等

における算出根拠となる書類をe-Radにアップロードする際には、提案書と併せて

１つのPDFファイルとしてアップロードしてください。
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４ 受託者の選定

（１）審査方法

「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」（平成２２年５月２

６日付け２２消安第６４９号・２２農会第１８６号消費・安全局長・農林水産技術会

議事務局長通知）第５に基づき、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業審査実

施規程」（以下「審査規程」という。）第２により受託予定者を決定します。審査は

原則として対面によるヒアリング審査によることとしますが、必要に応じてヒアリン

グ審査の前に書面による審査を実施する場合があります。

なお、審査委員会の開催（２月下旬予定）に係る連絡は、応募した研究総括者に直

接連絡します。また、提案書の個人情報、知的財産等に係る情報等に配慮し、審査内

容については公表しません。

（２）審査基準

審査規程の別表に示した基準で審査を行います。

５ 審査結果等の通知

審査結果は、審査後速やかに応募者に通知するとともに、受託予定者名をホームペー

ジに公表します。受託予定者への通知に際しては、必要に応じて試験研究の実施に当た

って留意事項を付す場合があります。

また、農林水産省消費・安全局では、審査委員の所属、氏名等について、受託予定者

決定後、ホームページに公表します。

なお、提案者の個人情報、知的財産等に係る情報等に配慮し、審査内容等に関する照

会には応じません。

６ 研究開発の運営管理

研究総括者には、研究計画の設計、決定及び必要な見直しを行うとともに、研究の進

捗状況を確認するために、試験研究課題に参画している研究者等により構成される研究

推進会議を開催していただきます。

また、受託者の決定後、農林水産省消費・安全局では「レギュラトリーサイエンス新

技術開発事業の実施について」第７の２に定める研究課題運営チーム（以下「運営チー

ム」という。）を試験研究課題ごとに設置し、研究推進会議に参画するなどして試験研

究課題の進行管理を行います。

受託者には、日頃から運営チームと密に連携し情報交換することが求められます。ま

た、施策の推進に資する成果が得られるよう、適宜研究の進捗状況をチェックし、必要

に応じて研究計画の修正・改善を行ってください。

７ 委託契約の締結及び対象となる経費

（１）委託契約の締結

農林水産省消費・安全局は、４の（１）により決定した受託予定者と委託契約を締

結します。なお、受託予定者は、５の通知後、委託契約に必要な書類を速やかに提出
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してください。

共同提案の場合は、共同提案する全ての研究機関が連名で農林水産省消費・安全局

と委託契約を締結することとなります。また、委託契約の締結に当たっては、研究総

括者の所属する研究機関が共同提案する全ての研究機関を代表して農林水産省消費・

安全局と連絡調整を行うとともに、委託契約に必要な書類をとりまとめていただく必

要がありますので、あらかじめ御承知おきください。

（２）委託経費の対象となる経費

委託経費として計上できる経費は、次の経費とします。

① 直接経費：本研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要となる経費

ア 人件費：本研究に直接従事する研究総括者、研究員等の人件費を計上できます。

なお、国からの交付金等で職員分の人件費を負担している法人（地方公共団

体を含む。）については、職員分の人件費は計上できません。

なお、本委託事業における人件費の算定等に当たっては、「委託事業にお

ける人件費の算定等の適正化について」（平成２２年９月２７日付け２２経

第９６号大臣官房経理課長通知）（別紙３）によるものとします。

イ 謝金：委員会等の外部委員に対する出席謝金、講演、原稿の執筆、研究協力等

に対する謝金を計上できます。

ウ 研究員旅費：受託した機関に所属する研究員等の調査、連絡等に要する旅費で

あって、本委託事業における研究課題の推進のための専用の支出であること

が明らかであるものを計上できます。

エ 委員旅費：研究のアドバイザー等の国内旅費及び外国旅費を計上できます。

オ 試験研究費

a 賃金：本研究に係る研究補助者に対する賃金を計上できます。

なお、本委託事業における賃金の算定等に当たっては、別紙３によるもの

とします。

b 機械整備費：当該研究の遂行に当たって必須となる機器等のうち、１００

万円以上の機器等であって、長期の使用に耐え得るもの等に係る経費を計

上できます。

c 備品費：当該研究の遂行に当たって必須となる機器等のうち、３万円以上

かつ１００万円未満の機器等であって、長期の使用に耐え得るもの等にか

かる経費を計上できます。

d 雑役務費：物品の加工・試作、単純な分析等の外注費等を計上できます。

e 消耗品費：事務用品、燃料、薬品、飼料等で、長期使用に適さないもの等

の経費を計上できます。

f 印刷製本費：報告書、資料等の印刷及び製本に係る経費を計上できます。

カ 消費税等相当額：上記の経費のうち、非課税取引、不課税取引及び免税取引に

かかる経費の５％

② 一般管理費：①オの試験研究費の１５％以内
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※１ 直接経費に計上できるものは、本委託事業の遂行及び研究成果の取りまとめに

直接必要であり、経理的に明確に区分できるものに限ります。特に、消耗品費、

光熱水費費等を計上する場合は注意が必要です。

※２ 人件費又は試験研究費の賃金を計上する場合は、別紙３に基づき、受託単価又

は実績単価を算定し、本委託事業に従事する時間又は日数等を積算内訳に記載し

てください。なお、提案書に記載された単価については、４（１）の審査委員会

等により精査され、単価の見直しを提案書の採択条件とする場合があることをあ

らかじめ御承知ください。

また、精査後の単価については、原則として実績報告においても変更できませ

んので御留意ください。

※３ 研究機関で通常備えておくべき機器（パソコンや基本的な研究機器等）の購入

は、原則として認められません。

※４ 一般管理費は直接経費以外で本委託事業に必要な経費です。具体的には、事務

費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課等となります。なお、光熱水料等

の全体額の一部を一般管理費で負担する場合には、事業に携わる人数比で按分す

る等により合理的に算出し、本委託事業に係る経費であることを明確に区分して

ください。

※５ 受託者が公益法人の場合は、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実

施計画」（平成１４年３月２９日閣議決定）に基づき、国から公益法人に交付さ

れた補助金・委託費等（以下「補助金等」という。）のうち、他の法人等の第三

者に分配・交付するものを５割未満にする必要があります。また、国から公益法

人に交付された補助金等を年間収入の３分の２未満とする必要があります。

（３）購入機器等

本委託事業により受託者が取得した物品（機械整備費又は備品費で購入した機器

等）は受託者において、善良な管理者の注意をもって管理してください。

本委託事業の購入物品である旨の標示をするとともに、委託事業ごとに管理簿に登

録してください（様式は委託契約書参照）。

なお、委託事業終了後の取扱いに係る手続は、別途、国からお知らせします。

８ 研究成果の取扱い

（１）研究成果の報告等

受託者は、１の（４）の委託契約期間の終了時までに実績報告書を農林水産省消費

・安全局長に提出してください。

（２）研究成果の発表

研究成果は、基本的に農林水産省消費・安全局が発表しますので、受託者はこれに

協力していただきます。

受託者が研究成果を公表する場合は、本委託事業の契約期間にかかわらず事前にそ

の内容について農林水産省消費・安全局に協議し、承諾を得るとともに、委託事業に
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よる研究の成果であることを明記してください。

また、承諾を得て公表した資料は、毎年度末、農林水産省消費・安全局長に報告し

てください。

（３）研究成果の帰属

本委託事業を実施することにより特許権等の知的財産権が発生した場合、その知的

財産権は農林水産省消費・安全局に帰属しますが、以下の条件を遵守する（遵守を確

認する確認書を提出していただきます。）ことを条件に、受託者に帰属させることが

できます。詳細については、１５の「問い合わせ先」にお問い合わせください。

ア 研究成果が得られた場合には、受託者は遅滞なく農林水産省消費・安全局長に報

告すること。

イ 農林水産省消費・安全局長が公共の利益のために、特に必要があるとして要請す

る場合、農林水産省消費・安全局長に対して当該知的財産権を無償で利用する権利

を許諾すること。

ウ 当該知的財産権を相当期間活用しておらず、かつ、正当な理由がない場合に、農

林水産省消費・安全局長が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実施許

諾を行うこと。

エ 当該知的財産権を第三者に譲渡、実施許諾等をする場合には、あらかじめ農林水

産省消費・安全局長の承認を受けること。

なお、知的財産権に関する次の事項についても御留意願います。

・ 本委託事業は、国の委託事業であることから、アにより報告された研究成果を

受託者に帰属させることで日本国内の農林水産業の振興に支障を来すなど、農林

水産研究開発の推進上、不適当と判断される場合には、受託者に知的財産権を帰

属させることができません。したがって、受託者への帰属の可否については農林

水産省消費・安全局が決定し、通知します。

・ 受託者が、帰属した知的財産権に関し、第三者に譲渡・実施許諾等をする場合

には、農林水産省消費・安全局長の承諾が必要です。

・ 本委託事業の研究成果によって得られた知的財産権については、「大学等にお

ける政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセ

ンスに関する指針」（平成１８年５月２３日総合科学技術会議）及び「ライフサ

イエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」（平成

１９年３月１日総合科学技術会議）に基づき、対応することとします。

・ 特許法では特許を受ける権利は発明者に帰属しますが、従業者等が職務として

研究・開発した結果完成した発明（職務発明）に関しては、従業者等の雇用、設

備・研究費の負担など、使用者等による一定の貢献があることから、使用者等に

通常実施権を付与し、予約承継（あらかじめ特許を受ける権利又は特許権を使用

者等に承継させること等を職務発明規程、就業規則等で定めておくこと）を認め

ています。受託者において、職務発明規程等が定められていない場合、農林水産

省消費・安全局長との契約履行上、研究成果の帰属や権利の承継に不都合が生じ

ますので、本委託事業の契約締結後速やかに整備してください。
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・ 本委託事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず決して第

三者に漏らしてはいけません。なお、得られた研究成果をもとに共同研究等を別

途実施する際には事前に御相談ください。特許の出願前に研究成果を公開した場

合、新規性が失われ特許権等を受けることができなくなることがありますので御

注意ください。

９ 研究課題の評価等

農林水産省は、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」第７の

４に基づき、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業評価実施規程」により試験研

究課題の中間評価及び事後評価を実施します。

受託者は、試験研究課題の評価に必要な資料の作成に協力していただきます。なお、

評価結果等は、研究計画の見直し、予算の配分等に反映されます。

・中間評価：研究期間が３年にわたるものについて、研究開始年度の翌年度に実施

・事後評価：研究実施期間の最終年度に実施

なお、中間評価を実施しない年度においても、運営チームにおいて研究の進捗状況の

点検を行い、必要に応じて研究計画の内容を見直し、予算の配分等に反映させることが

あります。

１０ 研究費の不正使用

（１）不正使用防止に向けた取組

研究費の不正使用防止への対応については、「公的研究費の不正使用等の防止に関

する取組について（共通的な指針）」（平成１８年８月３１日総合科学技術会議）に

則り、農林水産省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン

（実施基準）」（平成１９年１０月１日付け１９農会第７０６号農林水産技術会議事

務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知 ）を策定しました。委託事業で実施する研※

究活動には、このガイドラインが適用されますので、研究実施機関は、このガイドラ

インに沿って、研究費の管理・監査体制を整備する必要があります。また、その実施

状況の報告等を求めるとともに、体制整備等の状況に関する現地調査を行う場合があ

りますので、御承知ください。

※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_02.pdf

を参照してください。

（２）不正使用等が行われた場合の措置

本委託事業、当省の他の事業及び他府省の事業において、研究費の不正使用又は不

正受給を行ったために、委託費等の全部又は一部を返還した研究課題の研究者及びこ

れに共謀した研究者については、以下のとおり、一定期間、本委託事業への参画を認

めないこととします。

ア 研究費の不正使用を主導的に行った研究者

委託費等を返還した年度の翌年度以降２年以上５年以内の期間で、その不正使
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用の内容等を勘案して相当と認められる期間

イ 不正受給を主導的に行った研究者

委託費等を返還した年度の翌年度以降５年間

ウ 不正使用等を共謀して行った研究者

その不正使用又は不正受給を主導的に行った研究者と同一の期間

エ 他府省を含む他の委託費等において不正使用等を主導的に行った研究者及び共

謀して行った研究者

当該委託費等において応募及び参加を制限されることとされた期間と同一の期

間

なお、上記の措置については、当該不正使用等の概要を公表するとともに他の事業

を所管する国の機関へ情報提供することにより、他の事業等においても参画が制限さ

れる場合があります。

１１ 虚偽の申請・虚偽報告などの偽りに対する対応

本事委託業において、申請内容や採択後の報告内容で虚偽行為が明らかになった場

合、実施課題に関する委託契約が取り消され、委託費の一括返済、損害賠償等を受託

機関に求める場合があります。

また、これらの不正な手段により本委託事業から資金を受給した研究者及びそれに

共謀した研究者については１０の（２）の不正受給を行った場合と同様の措置がとら

れます。

１２ 研究上の不正行為防止のための対応

（１）不正行為防止に向けた取組み

研究上の不正行為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、

改ざん及び盗用）に関し、「研究上の不正に関する適切な対応について」（平成１８

年２月２８日総合科学技術会議）に則り、農林水産省では、「農林水産省所管の研究

資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成１８年１２月１５日付

け１８農会第１１４７号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知

）を策定しました。本委託事業で実施する研究活動には、このガイドラインが適用※

されます。受託者においては、このガイドラインに沿って、研究活動の不正行為に関

する告発等を受け付ける窓口を設置し、不正行為の告発があった場合に調査委員会を

設置し調査する等、研究活動の不正行為に対応する適切な体制を整備していただく必

要があります。

※については、http://www.s.affrc.go.jp/docs/misbehavior/pdf/guideline_01.pdf

を参照してください。

（２）不正行為が行われた場合の措置

研究上の不正行為があったと認定された研究課題の研究開発責任者及び研究員等に
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ついては、当該研究課題に係る委託経費について、その全部又は一部の返還を求める

場合があります。

また、以下のとおり、一定期間、本委託事業への参画を制限する場合があります。

ア 不正行為に関与した者については、その不正行為の程度により不正があったと

認定された年度の翌年度以降２年以上１０年以内

イ 不正行為に関与しなかったものの、責任者としての注意義務を怠ったなど、一

定の責任があるとされた者については、その責任の程度により不正があったと認

定された年度の翌年度以降１年以上３年以内

なお、上記の措置については、当該不正行為の概要を公表するとともに、他の事

業を所管する国の機関へ情報提供することにより、他の事業等においても参画が制

限される場合があります。

１３ 秘密の保持

本委託事業に係る応募書類に含まれる個人情報は、本委託事業の採択の採否の連絡、

今後の契約手続、評価の実施等、農林水産省消費・安全局が業務のために利用・提供

する場合を除き、応募者に無断で使用することはありません（ただし、法令等により

提供を求められた場合を除きます。）。

なお、採択された個々の試験研究課題に関する情報（試験研究課題名、研究概要、

研究機関名、研究者名等）は、行政機関が保有する情報として公開されることとなり

ます。

また、研究上の不正行為、研究費の不正使用等を行った研究者等への応募制限のた

めの情報提供が、内閣府その他研究資金を所管する国の機関に行われる場合がありま

す。以上のことをあらかじめ御了解の上、応募書類を作成してください。

１４ 次年度以降の取扱い

平成２５年度以降も継続して実施する試験研究課題については、原則として、今回

の公募により決定した委託先が実施するものとし、毎年度、当該試験研究の実施に先

立ちあらためて委託契約を締結するものとします。

ただし、９の中間評価及び運営チームにおける研究の進捗状況の点検の結果により、

試験研究の目標達成が著しく困難である等、試験研究の中止等をすべきと判断された

場合は、委託契約を行わないことがあります。

１５ 問い合わせ先

本件に関する問い合わせは、以下の問い合わせ先において受け付けます。なお、審

査の経過、他の提案者に関する事項、審査に当たり特定の者にのみ有利となる事項等

についてはお答えできません。また、これ以外の問い合わせについては、質問者が特

定される情報等は伏せた上で、その質問及び回答内容を農林水産省消費・安全局のホ

ームページ（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/h24.html）にて

掲載しますので御了承ください。
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（問い合わせ先）

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関一丁目２番１号

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課

レギュラトリーサイエンス対応推進班 別館４階（ドア番号：別４１２）

担当者 大熊、横沼

TEL：０３‐３５０２‐５７２２

FAX：０３‐３５９７‐０３２９

受付期間：平成２４年１月４日（水）から平成２４年２月１０日（金）

（土曜・日曜日及び祝日を除きます。）

受付時間：１０：００～１８：００



図２ 研究グループ方式

研究総括者

経理責任者

運営チーム

研究実施責任者

経理責任者

研究実施責任者

経理責任者者

研究実施責任者

経理責任者者

研究実施責任者

経理責任者者

※ 国は、代表研究機関及び共同研究機関と直接契約（連名契約）。

（甲）消費・安全局長

（乙）○○研究所

（丙）○○大学

（丁）○○株式会社

契約書

連名で応募・契約

図１ 共同提案方式

運営チ ム

研究総括者

経理責任者

運営チーム

研究実施責任者 研究実施責任者 研究実施責任者 研究実施責任者

（甲）消費・安全局長

（乙）○○研究所グ

ループ 代表機関

○○研究所

契約書

代表研究機関

研究グループの規約、協定書等に基づく資金請求・交付、権利・義務の承継

※ 国は、研究グループ（代表機関）と契約。研究グループ内は、国との契約、研究グループとしての規

約、協定書等に基づく取引。執行は各研究機関が責任をもって実行。



別添

平成２４年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業委託事業

公募説明会 参加申込書

農林水産省 消費・安全局消費・安全政策課

レギュラトリーサイエンス対応推進班 大熊 横沼 宛て

（FAX：０３－３５９７－０３２９）

平成 年 月 日

試験研究機関の名称：

参加希望人数： 人

所属・役職・氏名：

所在地：

連絡先：TEL

FAX

E-mail：

「所在地」欄以降の記載に当たっては、説明会へ参加を希望する者のうち、連絡窓口と

なる１名について記載してください。

（応募を検討している試験研究課題がありましたら、以下の試験研究課題の番号に○印を

付してください。）

【１】加工、調理及び保管過程におけるコメ中のヒ素の化学形態別濃度の動態解析

【２】肉用牛農場における腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター低減技術の開発

【３】寄生虫(クドア・セプテンプンクタータ)に対するリスク管理に必要な技術開発

【４】高病原性鳥インフルエンザの野生動物による感染の確認及び消毒方法の開発

【５】口蹄疫等の診断・防疫技術の向上及び診断手法の高度化に関する研究

【６】代替動物を用いたワクチンの有効性確認試験プロトコールの開発

【７】ジャガイモシストセンチュウの根絶を目指した防除技術の開発と防除モデルの策定


